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第６号様式（第５の２関係）

議 事 概 要

会 議 名 令和７年度第２回 指宿警察署協議会

会 議 日 時 令和７年11月14日（金曜日） 午後３時から午後４時40分まで

会 議 場 所 指宿警察署会議室

１ 協議会 会長以下 ８人
出 席 者

２ 指宿署 署長以下 ８人

（会議の概要）

１ 会議次第
⑴ 開会
⑵ 会長挨拶
⑶ 署長の管内概況説明及び警察署の取組に対する諮問と答申
⑷ 要望・意見の聴取
⑸ 閉会

２ 警察署の取組に対する諮問と答申
管内概況を説明の上、警察署の各種取組及び特殊詐欺の広報啓発について諮問を行っ

た。
【委員】
・ＬＩＮＥに誘導されニセ警察官に騙されるなど手口が巧妙化していることから、
ＳＮＳに対する講習会を行ったらどうか。
・交通講話などの際にも特殊詐欺の被害防止として、スマートフォンなどＳＮＳの
講習会を行ったらどうか。
【署長】
確かに、特殊詐欺の手口や被害防止対策について、広く高齢者等に広報すること

は必要と感じます。
今後、交通講話などあらゆる機会を捉えてＳＮＳなどの適切な利用について、広

報していきたいと思います。
３ 委員からの意見・要望の提言等
⑴ 特殊詐欺の手口や対策について
【委員】

最近、知人が警察官を名乗る人物から電話を受け 「キャッシュカードが不正に、
使われた」とのことで、危うく個人情報を教えそうになったそうである。
幸い直前に気づき未然に防げたが、非常に巧妙で、特に高齢の方は信じてしまう

と思う。
最近、指宿地域でも同様の詐欺被害の相談は増えているのか。
また、地域住民への注意喚起や啓発活動はどのような形があるのか。
私を含め 「自分は関係ない 「自分は大丈夫」と思っている方も多いので、実、 」、

際の手口や、対策を具体的に知る機会があるとありがたい。
【回答】

うそ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺に関する被害相談は、当署にも毎日の
ように寄せられています。
また、最近では、警察官騙りのほかにも、＋ナンバー、つまり 「国際電話から、

電話が架かってきた」といった相談も数多く寄せられております。
県警では、
ホームページやSNSでの広報
報道を介した手口の紹介

等を行っており、また、当署では、
交番・駐在所が発行するミニ広報紙での注意喚起
地域安全モニターとの声かけやチラシ配り
コンビニサポートポリス制度
各種会合等での被害防止広報

等の被害防止広報を行っております。
また、先月は、被害防止に貢献した金融機関の職員に対し、感謝状を贈呈してお

り、この様子も地元紙やテレビでも放映され、地域住民へ広く広報出来たと思って
おります。
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今後も、あらゆる機会を通じ、地域住民への注意喚起や啓発活動に努めてまいり
ます。

⑵ 特殊詐欺の実態について
【委員】

現在、様々な特殊詐欺により被害が増えているが、指宿市においての被害状況を
わかる範囲で教えていただきたい。

・どのような種類があるのか
・どのように実行されているのか
・被害者層、被害額など
・被害防止のために気をつけること（スマホ、固定電話、訪問など）

【回答】
当署管内では、令和７年９月末現在で

うそ電話詐欺２件（被害額約80万円)、
SNS型・投資ロマンス詐欺１件（被害額約400万円）

を認知しております。
うそ電話詐欺被害２件は、いずれも架空料金請求詐欺で、うそ電話詐欺には、そ

の他にもオレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、キャッシュカード詐欺盗などの
種類があります。
また、SNS型投資・ロマンス詐欺とは、その名のとおり、SNSやマッチングアプリ

などを通じて出会った者と、実際に直接会うことなくやりとりを続けることで、恋
愛感情や親近感を抱いてしまい、金銭等をだましとられてしまう詐欺で、当署の被
害も、マッチングアプリで知り合った相手から副業を紹介され、それを信じて投資
被害に遭ったものです。
これらの被害に遭う被害者層は、高齢層だけではなく、あらゆる年齢層の方が被

害に遭っております。
被害防止のために気をつけることとして、現在、県警では

おとなの「いかのおすし」で被害防止
を広報しております。
各種類の詐欺毎に気をつけることはたくさんあるのですが、まずは、このおとな

の「いかのおすし」に気をつければ、被害は防げると思います。
⑶ 指宿南交番の地域巡回について
【委員】

私は、地域の公民館で仕事をしている。
非常勤なので公民館に常駐していないが、南交番に署員が常駐していたときは、

数か月に１回は公民館に地域の情報などの確認に立ち寄りされていた。
最近、公民館に立ち寄られる回数が少なくなったように感じてる。
本署への配置変更によって担当業務の変更もあるとは思うが、南交番に常駐しな

くなってからの担当地域の巡回回数や巡回方法について、変更があれば教えてほし
い。

【回答】
山川に所在する指宿南交番につきましては、現在も常駐しております。
事件事故等の対応がなく、公民館周辺をパトロールした際には、情報交換等のた

めに積極的に公民館へ立ち寄りをさせていただきます。
今後も指宿南交番だけではなく、他の交番、駐在所についても、同様にパトロー

ルの際に公民館や金融機関、コンビニや大型商業施設等に立ち寄り等を実施してま
いります。

⑷ 道路の白線の引き直しについて
【委員】

国道２２６号線、開聞十町花瀬望比公園入口付近
・指宿方面からの横断歩道
・頴娃方向からの一旦停止

の白線が薄くなっているので、白線の引き直しをして欲しい。
【回答】

委員からの要望に基づき、現場を確認をしたところ、横断歩道及び一旦停止の白
線が薄くなっている状態が確認できましたので、警察本部へ補修上申いたしており
ます。

⑸ 忘年会シーズンに向けた飲酒運転の増加に対する不安
【委員】

忘年会シーズンであり、飲酒運転が増えるのではないかと心配である。
【回答】

飲酒運転は、飲酒の影響で注意力や判断力の低下などにより、交通事故を引き起
こすリスクが高まり、危険な行為であり、これまでも交通指導取締りや飲酒検問等
を行うとともに、交通安全講習や広報を行っているところです。
委員御指摘のとおり、これから年末年始にかけて、飲酒機会の増加が予想されま

すので、今後とも、交通指導取締りや飲酒検問等を実施し、飲酒運転の取締りを強
化してまいります。

⑹ 空き巣防止対策について
【委員】
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大通りだけではなく、空き巣などの防止のため各集落までパトカーで見回りをし
てほしい。

【回答】
パトカー乗務員、交番、駐在所の勤務員に対して、御意見があったことはお伝え

いたします。
現在、朝夕の登下校時間帯については、通学路に対するパトロール強化、夜間の

時間帯においては、飲酒運転防止のための夜間検問や住宅街におけるパトロールを
強化しているところでございます。
今後も御協力のほどよろしくお願いいたします。

⑺ 犬の糞放置対策について
【委員】

犬の散歩で、何も持たずに散歩をしている人を見かける。
糞などの処理をきちんとさせてほしい。

【回答】
指宿市には 「指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例」という条例があります。、
本要望を受け、同条例を管轄する環境政策課に連絡しております。
同課では、

広報活動
看板等の貸し出し
悪質な飼い主等に対しては場合によっては注意も可能

との回答でした。
また、防災無線や広報紙等での注意喚起も出来るかもしれません。
また、糞の悪質な放置や係留違反等の悪質な飼い主に対しては、警察としても市

や保健所とも連携して対応したいと思います。
⑻ 大型スーパー近くの信号交差点について
【委員】

大型スーパー近くの信号交差点に関して、川沿いの細道から左折して交差点に進
入するとき、対面する信号機が赤であることから、交差点内で停まってしまう車が
おり危険である。
時差式信号機をわかりやすくしてほしい。

【回答】
御意見のなされた二月田交差点は、二反田川の影響もあり変形の五叉路交差点に

なっております。
委員御指摘の細道から国道226号に左折した場合、同所は交差点内で、停止線等

もありませんので、他の車両等に気をつけて、通り抜けて頂く必要があります。
委員からは、時差式信号を分かりやすくしてほしい旨の御要望ですが、御指摘の

細道から左折し、現行は赤色灯器である当該信号を青色灯器に変更した場合には、
国道226号を鹿児島市内方向に進行している車両との事故が懸念されます。
信号周期は、事故や渋滞が発生しないような設定となっておりますので、現在の

ところは現行の信号周期を維持し、今後の交通量の変化等があれば検討することと
します。
なお、委員御指摘の件につきましては、国道226号上の停止線が薄れていること

も要因の一つと考えられますが、当該交差点の停止線を明確にして、車両の停止位
置を分かりやすくするため、警察本部に補修上申をいたしております。
今後も各種交通安全講話等で

交差点内での右左折時は特に注意をする
速度を落として走行する
車間距離を保持する

などの安全運転に努めて頂くよう広報啓発活動を継続してまいります。

備 考


